
へき地学校等通学費補助事業実施要綱            

                    平成２２年３月３１日 教育長決裁

       平成２３年７月１５日 教育長決裁 

平成２６年３月２５日 教育長決裁 

平成２７年７月２１日 教育長決裁 

平成２９年３月２８日 教育長決裁 

令和２年３月３１日 教育長決裁 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 教育長決裁 

令和７年３月３１日 教育長決裁 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 教育長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校の新設、廃止等により、公共交通機関を定期的に利用して

通学することとなった京北地域の学校のうち京都市立の小学校に在籍する児童（以

下「児童」という。）及び京都市立の中学校に在籍する生徒（以下「生徒」とい

う。）の通学費に係る当該児童又は生徒の保護者（親権を行使する者、未成年後見

人その他教育長が特に認める者のことをいう。以下同じ。）に生じる経済的負担の

軽減を図るため、通学費の補助に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以

下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号の掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 合理的経路 児童又は生徒が、通学するために公共交通機関を利用する必要があ

る場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路 

⑵ １箇月当たりの通学費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、

合理的経路における適用期間を１月とする通学定期券の額を限度とする。 

 ア 通学定期券（合理的経路かつ適用期間等が合理的なものに限る。以下同じ。）

を利用する場合 当該通学定期券の額を適用期間の月数で除した額 

 イ 通学定期券を利用しないことが合理的な場合において、その月の全てにおいて

通学定期券以外の切符等を利用する場合 実際に要した額 

 ウ 通学定期券を利用する月のうち当該通学定期券の適用期間以外の日において切

符等を利用する場合 当該通学定期券の額を当該通学定期券の適用期間の月数で除

した額に切符等の利用に関し実際に要した額を合算した額 

⑶ 通学距離 合理的経路において、当該公共交通機関が定める営業距離 



（交付の対象） 

第３条 この要綱の対象者は、通学のため公共交通機関を定期的に利用する児童（以下

「対象児童」という。）又は生徒（以下「対象生徒」という。）の通学に係る費用を

負担している保護者のうち、当該対象児童又は当該対象生徒が京都京北小中学校に在

籍し、別表に掲げる区域に居住しているものとする。ただし、次に掲げるものを除

く。 

⑴ 通学区域外就学児童及び生徒（学校教育法施行令第８条に規定する指定校の変

更又は同令第９条に規定する区域外就学を認められた児童及び生徒のことをい

う。）の保護者 

⑵ 要保護児童及び生徒（生活保護法第６条２項に規定する要保護者のことをいう。

以下同じ。）の保護者 

⑶ 準要保護児童及び生徒（要保護児童及び生徒以外で、京都市就学援助要綱第６条

又は第６条の２第２項により受給資格の認定を受けたもの。以下同じ。）で片道の

通学距離が、児童にあっては４㎞以上、生徒にあっては６㎞以上あるものの保護者 

（補助金の額） 

第４条 本件補助は、上半期及び下半期の期間（以下「支給対象期間」という。）ごとに

実施し、その補助額は、当該支給対象期間に係る各月の１箇月当たりの補助額を合算

した額とする。この場合において、１箇月当たりの補助額は、１箇月当たりの通学費

に相当する額とする。 

（補助額の算定方法） 

第５条 前条第１項の支給対象期間は、学校休業日中にあたっては、部活動その他学校長

が登校することを相当と認めた日のみを対象とする。 

２ 新たに本件補助の対象となった者に係る支給対象期間は、その事実の生じた日の属す

る月から起算する。 

３ 本件補助の対象者において、対象児童又は対象生徒の転居、転出、転校等により本件

補助の対象でなくなった場合に係る支給対象期間は、当該事実の生じた日の属する月

までとする。 

４ 前条第１項の1箇月当たりの補助額が増加する事情が生じた場合は、当該事情が生じ

た日の属する月から、前条第１項の1箇月当たりの補助額が減少する事情が生じた場合

は当該事情が生じた日の属する月の翌月（当該日が月の初日である場合はその月）か

ら、1箇月当たりの補助額を増加又は減少させるものとする。 

（交付の申請） 

第６条 条例第９条の規定による申請は、別に定める申請書によって、対象児童又は対象

生徒ごとに、当該対象児童又は当該対象生徒が在籍する小学校又は中学校の校長（以

下「校長」という。）に、通学定期券の写しを添えて行わなければならない。ただし、



校長が保護者に代わって通学定期券の購入申請及び受領を行っている場合は、通学定

期券の写しの添付は不要とする。 

２ 校長は、前項の申請書の提出を受けた場合、教育委員会が定める期日までに、前項に

より提出された申請書の写しを教育委員会に提出しなければならない。 

（委任状） 

第７条 校長は、あらかじめ保護者から補助金の請求・受領及び返納に関する権限の委任

を受けておかなければならない。 

（領収） 

第８条 校長は保護者に補助金を支給したときは、保護者に受給したことを確認させ、領

収書をとらなければならない。ただし、校長が保護者に代わって購入した通学定期券

を保護者に交付する場合又は学校預り金システムのデータ伝送により支給する場合は

この限りでない。 

（定期券購入実績の報告） 

第９条 保護者は、第６条第１項による申請の後に通学定期券を購入したときは、通学定

期券の写し等を提出することにより、校長に購入実績の確認を受けなければならない。

ただし、第６条第１項ただし書きの規定による場合はこの限りではない。 

（異動報告） 

第１０条 この事業の対象者の受給要件に異動があった場合は、当該校長は速やかに教育

委員会に報告し、指示を受けるものとする。 

（適用除外） 

第１１条 この要綱の対象者については、遠距離等通学費補助事業実施要綱の規定は、

適用しない。 

（補則） 

第１２条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し

必要な事項は、教育長が定める。 

 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２３年７月１５日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 



 附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２７年７月２１日から実施する。 

 附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

 附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 附 則 

（実施期日） 

１ この改正は、令和４年４月１日から実施する。 

 附 則 

（実施期日） 

１ この改正は、令和７年４月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１  この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 



別表（第３条関係） 

対象者 対象地域 

前期課程の児童 右京区役所京北出張所の所管区域のうち、京北周山町以外の地域 

後期課程の生徒 
右京区役所京北出張所の所管区域のうち、京北周山町、京北五本松町、

京北下町及び京北鳥居町以外の地域 

 


